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(57)【要約】
【課題】無機エレクトロルミネッセンス材料とそれから
の発光色を変換する色変換層を用いて、薄型の面状の発
光装置を可能にする。
【解決手段】第１基板１１１と、それに対向して設けた
光透過性を有する第２基板１２１と、第１基板１１１と
第２基板１２１との間に設けた第１電極層１１２と、第
１基板１１１と第２基板１１２との間の第２基板１２１
側に第１電極層１１２と対向して設けた光透過性を有す
る第２電極層１２２と、第１電極層１１２と第２電極層
１２２との間に設けた発光層１３１とを有し、発光層１
３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロル
ミネッセンス層からなり、また発光層１３１から発光さ
れた光により第３色光を発光する色変換層１４０を有し
、第１色光、第２色光および第３色光は、赤色光、緑色
光および青色光の３原色光のうちの互いに異なる色の１
色の光であることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり
、
　前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反
対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間のいずれかの間に、前記発光層か
ら発光された光により第３色光を発光する色変換層を有し、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である
　発光装置。
【請求項２】
　前記無機エレクトロルミネッセンス層は、第１色光を発光する第１無機エレクトロルミ
ネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合した混
合層からなる
　請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　前記無機エレクトロルミネッセンス層は、第１色光を発光する第１無機エレクトロルミ
ネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とからなる
　請求項１記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記色変換層は前記第２基板と前記発光層との間に前記発光層側に第２絶縁層を介して
形成されている
　請求項１記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記色変換層は前記第２基板の前記第２電極層とは反対側の面に形成されている
　請求項１記載の発光装置。
【請求項６】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記色変換層は前記第１基板と前記発光層との間に前記発光層側に第１絶縁層を介して
形成されている
　請求項１記載の発光装置。
【請求項７】
　前記第１基板は光を透過する基板からなり、
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記色変換層は前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面に形成されていて、
　前記色変換層の前記第１基板とは反対側の面に反射層が形成されている
　請求項１記載の発光装置。
【請求項８】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記色変換層は前記第１電極層と前記第１基板との間に形成されていて、
　前記色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている
　請求項１記載の発光装置。
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【請求項９】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記色変換層は、
　前記第１基板と前記第１電極層との間に形成された第１色光を発光する第１色変換層と
、
　前記第２基板と前記第２電極層との間に形成された第２色光を発光する第２色変換層と
を有し、
　前記第１色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている
　請求項１記載の発光装置。
【請求項１０】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり、
　前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反
対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間に、前記発光層から発光された光
により第２色光を発光する第１色変換層と、前記発光層から発光された光により第３色光
を発光する第２色変換層を有し、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である
　発光装置。
【請求項１１】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第２電極層と前記発光層との間に前記発光
層側に第２絶縁層を介して形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第２基板と前記第２電極層との間に形成さ
れている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第２基板の前記第２電極層とは反対側の面
に形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１４】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第１電極層と前記発光層との間に前記発光
層側に第１絶縁層を介して形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１５】
　前記第１基板は光を透過する基板からなり、
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面
に形成されていて、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層からなる色変換層の前記第１基板とは反対側の面
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に反射層が形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１６】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第１電極層と前記第１基板との間に形成さ
れていて、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層からなる色変換層と前記第１基板との間に光を反
射する反射層が形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１７】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記第１色変換層は前記第１基板と前記第１電極層との間に形成され、
　前記第２色変換層は前記第２基板と前記第２電極層との間に形成されていて、
　前記第１色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１８】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層は前記第１電極層と前記発光層との間に前記発光層側に第１絶縁層を
介して形成され、
　前記第２色変換層は前記第２電極層と前記発光層との間に前記発光層側に第２絶縁層を
介して形成され、
　前記第１色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項１９】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり
、
　前記発光層と前記第１電極層との間に第１絶縁層が形成され、
　前記発光層と前記第２電極層との間に第２絶縁層が形成され、
　前記第１絶縁層および前記第２絶縁層のうちの少なくとも１層は、前記発光層から発光
された光により第３色光を発光する発光材料を含む絶縁層からなり、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である
　発光装置。
【請求項２０】
　前記第２電極層と前記第２基板との間の前記第２基板側に第３電極層を有して、
　前記第２電極層と前記第３電極層との間にコレスティック液晶層を有する
　請求項１記載の発光装置。
【請求項２１】
　前記第２電極層と前記第２基板との間の前記第２基板側に第３電極層を有して、
　前記第２電極層と前記第３電極層との間にコレスティック液晶層を有する
　請求項１０記載の発光装置。
【請求項２２】
　前記第２電極層と前記第２基板との間の前記第２基板側に第３電極層を有して、
　前記第２電極層と前記第３電極層との間にコレスティック液晶層を有する
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　請求項１９記載の発光装置。
【請求項２３】
　画像を表示する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルに光を照射する発光装置を備えた液晶表示装置において、
　前記発光装置は、
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり
、
　前記第１基板の前記第１電極層層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは
反対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間のいずれかの間に、前記発光層
から発光された光により第３色光を発光する色変換層を有し、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である
　液晶表示装置。
【請求項２４】
　画像を表示する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルに光を照射する発光装置を備えた液晶表示装置において、
　前記発光装置は、
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり、
　前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反
対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間に、前記発光層から発光された光
により第２色光を発光する第１色変換層と、前記発光層から発光された光により第３色光
を発光する第２色変換層を有し、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である
　液晶表示装置。
【請求項２５】
　画像を表示する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルに光を照射する発光装置を備えた液晶表示装置において、
　前記発光装置は、
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり
、
　前記発光層と前記第１電極層との間に第１絶縁層が形成され、
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　前記発光層と前記第２電極層との間に第２絶縁層が形成され、
　前記第１絶縁層および前記第２絶縁層のうちの少なくとも１層は、前記発光層から発光
された光により第３色光を発光する発光材料を有する絶縁層からなり、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である
　液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、面状発光を有する発光装置およびその発光装置を光源に用いた液晶表示装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置の構成部品の一つである面状発光する発光装置（以下、面状発
光装置という）は、複数本の細長い蛍光管を並べて、反射板、光拡散機能をもつフィルム
により蛍光管からの発光を面内均一に放出できるようにしたものがある。
　複数本の蛍光管を並べて発光源としているために、面状発光装置の面内において、発光
している蛍光管と、蛍光管がない空間においては、輝度ムラが発生することになる。
　液晶表示装置用の面状発光装置は、輝度ムラが無いほうが好ましい。その輝度ムラをな
くすために、上記面状発光装置では、光拡散機能のフィルムや導光板が設置されている。
そのため、蛍光管を発光源とする液晶用面状発光装置の厚みは、蛍光管の管径、光拡散機
能フィルムの設置スペース、ムラをなくすための蛍光管と光拡散機能フィルムとの距離を
考慮すると、通常３ｃｍないし４ｃｍ程度になることが多かった。
【０００３】
　液晶表示装置は、透明電極、配向膜等が積層された透明なガラス基板を対向させて、そ
のガラス基板間に液晶材料を封止した液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの下方に配
置され、液晶表示装置に照明光を供給する面状光源等とから構成された液晶表示装置が周
知である。
【０００４】
　上記面状光源として、２種類の面状光源装置（バックライト）、すなわち、直下型の面
状光源装置（例えば、特許文献１、２参照）、ならびにエッジライト型（サイドライト型
とも呼ばれる）の面状光源装置（例えば、特許文献３参照）が周知である。
【０００５】
　直下型の面状光源装置は、筐体内に配置された光源と、光源の下方に位置する筐体の部
分に配置され、光源からの射出光を上方に反射する反射部材と、光源の上方に位置する筐
体開口部に取り付けられ、光源からの射出光及び反射部材からの反射光を拡散させながら
通過させる拡散板とから構成されている。
【０００６】
　一方、エッジライト型の面状光源装置は、導光板と、導光板の側面に配置されたランプ
から成る光源から構成されている。なお、導光板の下方には、反射部材が配置されており
、導光板の上方には拡散シート及びプリズムシートが配置されている。
　光源は、例えば、内径２．４ｍｍの冷陰極線型の蛍光ランプから成り、白色光を射出す
る。より具体的には、冷陰極線型の蛍光ランプにおいては、内部に、ネオンガスやアルゴ
ン等の混合希ガスが封入され、もそくは、水銀が拡散封入されている。
　そして、グロー放電に起因して励起された混合希ガスあるいは水銀原子からの紫外線が
、蛍光ランプを構成するガラス管の内面に塗布された赤色発光蛍光体粒子、緑色発光蛍光
体粒子および青色発光蛍光体粒子を励起し、これらの蛍光体粒子からの発光色によって白
色を得ている。
【０００７】
　ところで、直下型の面状光源装置にあっては、冷陰極線型の蛍光ランプからの光を均一
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にするために光源からの射出光及び反射部材からの反射光を拡散させながら通過させる拡
散板を使用しているために、面上光源装置の厚みが４ｃｍ程度となり面上光源装置の薄型
化が望まれている。
【０００８】
【特許文献１】実開昭６３－１８７１２０号公報
【特許文献１】特開２００２－２７７８７０号公報
【特許文献１】特開２００２－１３１５５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　解決しようとする問題点は、従来の面状発光装置では、冷陰極線型の蛍光ランプからの
光を均一にするために光源からの射出光及び反射部材からの反射光を拡散させながら通過
させる拡散板を使用しているため、厚みが４ｃｍ程度となり、薄型化が困難な点である。
【００１０】
　本発明は、無機エレクトロルミネッセンス材料と、無機エレクトロルミネッセンス材料
からの発光色を変換する色変換層を用いて、光源から発光された光を拡散させるための拡
散機能フィルムを必要としない薄型の面状発光装置を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の発光装置（第１発光装置）は、第１基板と、前記第１基板上に形成された第１
電極層と、前記第１電極層上に形成された第１絶縁層と、前記第１絶縁層上に形成された
発光層と、前記発光層上に形成された光透過性を有する第２絶縁層と、前記第２絶縁層上
に形成された光透過性を有する第２電極層と、前記第２電極層上に形成された光透過性を
有する第２基板とを有し、前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロル
ミネッセンス層からなり、前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板
の前記第２電極層とは反対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間のいずれ
かの間に、前記発光層から発光された光により第３色光を発光する色変換層を有し、前記
第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３原色光
のうちの互いに異なる色の１色の光であることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第１発光装置では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセン
ス層を用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層から発光された光により
第３色を発光する色変換層を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されている
ので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能
フィルムが必要でなくなるので、発光装置の薄型化が図れる。
【００１３】
　本発明の発光装置（第２発光装置）は、第１基板と、前記第１基板上に形成された第１
電極層と、前記第１電極層上に形成された第１絶縁層と、前記第１絶縁層上に形成された
発光層と、前記発光層上に形成された光透過性を有する第２絶縁層と、前記第２絶縁層上
に形成された光透過性を有する第２電極層と、前記第２電極層上に形成された光透過性を
有する第２基板とを有し、前記発光層は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッセン
ス層からなり、前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２
電極層とは反対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間のいずれかの間に、
前記発光層から発光された光により第２色光を発光する第１色変換層と、前記発光層から
発光された光により第３色光を発光する第２色変換層を有し、前記第１色光、前記第２色
光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３原色光のうちの互いに異なる
色の１色の光であることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第２発光装置では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い
、第２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層から発光された発光色に
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より第２色光を発光する第１色変換層と第３色光を発光する第２色変換層を用いているこ
とから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する。このため、光源
から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくなるので、発光装置
の薄型化が図れる。
【００１５】
　本発明の発光装置（第３発光装置）は、第１基板と、前記第１基板に対向して設けた光
透過性を有する第２基板と、前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設けた
光透過性を有する第２電極層と、前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層
とを有し、前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層
からなり、前記発光層と前記第１電極層との間に第１絶縁層が形成され、前記発光層と前
記第２電極層との間に第２絶縁層が形成され、前記第１絶縁層および前記第２絶縁層のう
ちの少なくとも１層は、前記発光層から発光された光により第３色光を発光する有機発光
層からなり、前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および
青色光の３原色光のうちの互いに異なる色の１色の光であることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の第３発光装置では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセン
ス層を用い、第３色光の発光に有機エレクトロルミネッセンス層を用いていることから、
それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光
された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくなるので、発光装置の薄型化
が図れる。
【００１７】
　本発明の液晶表示装置（第１液晶表示装置）は、画像を表示する液晶表示パネルと、前
記液晶表示パネルに光を照射する発光装置を備えた液晶表示装置において、前記発光装置
は、第１基板と、前記第１基板上に形成された第１電極層と、前記第１電極層上に形成さ
れた第１絶縁層と、前記第１絶縁層上に形成された発光層と、前記発光層上に形成された
光透過性を有する第２絶縁層と、前記第２絶縁層上に形成された光透過性を有する第２電
極層と、前記第２電極層上に形成された光透過性を有する第２基板とを有し、前記発光層
は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり、前記第１基
板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反対側の面、も
しくは前記第１基板と前記第２基板との間のいずれかの間に、前記発光層から発光された
光により第３色光を発光する色変換層を有し、前記第１色光、前記第２色光および前記第
３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３原色光のうちの互いに異なる色の１色の光で
あることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の第１液晶表示装置では、液晶表示パネルに光を照射する発光装置に薄型化が図
れる本発明の発光装置（第１発光装置）を用いることから、液晶表示装置の薄型化が図れ
る。
【００１９】
　本発明の液晶表示装置（第２液晶表示装置）は、画像を表示する液晶表示パネルと、前
記液晶表示パネルに光を照射する発光装置を備えた液晶表示装置において、前記発光装置
は、第１基板と、前記第１基板上に形成された第１電極層と、前記第１電極層上に形成さ
れた第１絶縁層と、前記第１絶縁層上に形成された発光層と、前記発光層上に形成された
光透過性を有する第２絶縁層と、前記第２絶縁層上に形成された光透過性を有する第２電
極層と、前記第２電極層上に形成された光透過性を有する第２基板とを有し、前記発光層
は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり、前記第１基板の前記第
１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反対側の面、もしくは前記
第１基板と前記第２基板との間のいずれかの間に、前記発光層から発光された光により第
２色光を発光する第１色変換層と、前記発光層から発光された光により第３色光を発光す
る第２色変換層を有し、前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑
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色光および青色光の３原色光のうちの互いに異なる色の１色の光であることを特徴とする
。
【００２０】
　本発明の第２液晶表示装置では、液晶表示パネルに光を照射する発光装置に薄型化が図
れる本発明の発光装置（第２発光装置）を用いることから、液晶表示装置の薄型化が図れ
る。
【００２１】
　本発明の液晶表示装置（第３液晶表示装置）は、画像を表示する液晶表示パネルと、前
記液晶表示パネルに光を照射する発光装置を備えた液晶表示装置において、前記発光装置
は、第１基板と、前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、前記第１
基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、前記第１基板と前記第２基板との間の
前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設けた光透過性を有する第２電極層と、前記
第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、前記発光層は第１色光と第
２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり、前記発光層と前記第１電極
層との間に第１絶縁層が形成され、前記発光層と前記第２電極層との間に第２絶縁層が形
成され、前記第１絶縁層および前記第２絶縁層のうちの少なくとも１層は、前記発光層か
ら発光された光により第３色光を発光する有機発光層からなり、前記第１色光、前記第２
色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３原色光のうちの互いに異な
る色の１色の光であることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の第３液晶表示装置では、液晶表示パネルに光を照射する発光装置に薄型化が図
れる本発明の発光装置（第３発光装置）を用いることから、液晶表示装置の薄型化が図れ
る。　
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の第１発光装置は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　薄型化が可能になる上に、発光装置の光源として無機エレクトロルミネッセンス層を用
いた場合、エミッションスペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半
値幅が小さく）、色変換層と合わせることにより高色域化が可能となる利点がある。
【００２４】
　本発明の第２発光装置は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　薄型化が可能になる上に、発光装置の光源として無機エレクトロルミネッセンス層を用
いた場合、エミッションスペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半
値幅が小さく）、色変換層と合わせることにより高色域化が可能となる利点がある。
【００２５】
　本発明の第３発光装置は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　薄型化が可能になる上に、発光装置の光源として無機エレクトロルミネッセンス層を用
いた場合、エミッションスペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半
値幅が小さく）、色変換層と合わせることにより高色域化が可能となる利点がある。
【００２６】
　本発明の第１液晶表示装置は、本発明の発光装置を用いていることから発光装置の厚み
を薄くできるため、液晶表示装置自体の厚みを薄くできるという利点がある。
　薄型化が可能になる上に、発光装置の光源として無機エレクトロルミネッセンス層を用
いた場合、エミッションスペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半
値幅が小さく）、色変換層と合わせることにより高色域化が可能となる利点がある。
【００２７】
　本発明の第２液晶表示装置は、本発明の発光装置を用いていることから発光装置の厚み
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を薄くできるため、液晶表示装置自体の厚みを薄くできるという利点がある。
　薄型化が可能になる上に、発光装置の光源として無機エレクトロルミネッセンス層を用
いた場合、エミッションスペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半
値幅が小さく）、色変換層と合わせることにより高色域化が可能となる利点がある。
【００２８】
　本発明の第３液晶表示装置は、本発明の発光装置を用いていることから発光装置の厚み
を薄くできるため、液晶表示装置自体の厚みを薄くできるという利点がある。
　薄型化が可能になる上に、発光装置の光源として無機エレクトロルミネッセンス層を用
いた場合、エミッションスペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半
値幅が小さく）、色変換層と合わせることにより高色域化が可能となる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第１実施例）を、図１の概略
構成断面図によって説明する。
【００３０】
　図１に示すように、発光装置１は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して
設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【００３１】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【００３２】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【００３３】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【００３４】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【００３５】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２電極層１２２と
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上記記第２絶縁層１２３との間に、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を
発光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【００３６】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【００３７】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【００３８】
　以下に具体的な蛍光色素について説明する。
　上記第３色光を緑色光とすると、青色、青緑色または白色発光部材の発光から緑色発光
に変換する蛍光色素は、例えば、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－トリ
フロルメチルキノリジノ（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（以下クマリン１５３）、３－
（２’－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノクマリン（以下クマリン６）、３－（
２’－ベンズイミダゾリル）－７－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノクマリン（以下クマリン７）
等のクマリン色素、他クマリン色素系染料であるがベーシックイエロー５１、また、ソル
ベントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６等のナフタルイミド色素を挙げることが
できる。
【００３９】
　また、上記第３色光を赤色光とすると、青色から緑色までの発光部材または白色の発光
部材の発光から、橙色から赤色までの発光に変換する蛍光色素は、例えば、４－ジシアノ
メチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチルリル）－４Ｈ－ピラン（以下Ｄ
ＣＭ）等のシアニン系色素、１－エチル－２－（４－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－
１，３－ブタジエニル）－ピリジニウム－パークロレート（以下ピリジン１）等のピリジ
ン系色素、ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ等のローダミン系色素、他にオキサジン系が挙
げられる。
【００４０】
　さらに、上記蛍光色素は、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）
も蛍光性があれば選択することが可能である。
　また、上記蛍光色素をポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル酢酸ビ
ニル共重合体、アルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂
、ベンゾグアナミン樹脂等の顔料樹脂中にあらかじめ練りこんで顔料化したものでもよい
。
【００４１】
　また、これらの蛍光色素または顔料は、必要に応じて、単独または混合して用いてもよ
い。
【００４２】
　一方、バインダー樹脂は、光を透過する材料が好ましい。より好ましくは、可視光の透
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過率が５０％以上の材料である。例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリレート
、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチル
セルロース、カルボキシメチルセルロース等の光を透過する樹脂（高分子）が挙げられる
。
【００４３】
　上記第１実施例の発光装置１では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、色変換層１４０、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。ま
た発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３を透過して反
射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さら
に、発光層１３１、第２絶縁層１２３、色変換層１４０、第２電極層１２２、第２基板１
２１を透過して射出される。
　この発光装置１では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置１は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。
　上記発光装置１は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【００４４】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第２実施例）を、図２
の概略構成断面図によって説明する。
【００４５】
　図２に示すように、この発光装置２は、前記発光装置１において、色変換層１４０が第
２基板１２１と第２電極層１２２との間に形成されたものである。
【００４６】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置２は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過性
を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【００４７】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【００４８】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
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【００４９】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【００５０】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【００５１】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２基板１２１と上
記記第２電極層１２２との間に、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【００５２】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【００５３】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【００５４】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【００５５】
　上記第２実施例の発光装置２では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、色変換層１４０、第２基板１２１を透過して外部に射出される。ま
た発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３を透過して反
射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さら
に、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、色変換層１４０、第２基板１
２１を透過して射出される。
　この発光装置２では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
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形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置２は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。
　上記発光装置２は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【００５６】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第３実施例）を、図３
の概略構成断面図によって説明する。
【００５７】
　図３に示すように、この発光装置３は、前記発光装置１において、色変換層１４０が第
２基板１２１の第２電極層１２２とは反対側の面に形成されたものである。
【００５８】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置２は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過性
を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【００５９】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【００６０】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【００６１】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料（いわゆる透明電極材料）と、光が透過する膜厚に形成した上記陰
極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【００６２】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
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した混合層からなる。
【００６３】
　さらに、上記第２基板１２１の上記第２電極層１２２とは反対側の面に、上記発光層１
３１から発光された光により第３色光を発光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【００６４】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【００６５】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【００６６】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【００６７】
　上記第３実施例の発光装置３では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２基板１２１、色変換層１４０を透過して外部に射出される。ま
た発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３を透過して反
射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さら
に第１絶縁層１１３、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２基板１
２１、色変換層１４０を透過して外部に射出される。
　この発光装置４では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置３は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。
　上記発光装置３は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【００６８】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第４実施例）を、図４
の概略構成断面図によって説明する。
【００６９】
　図４に示すように、この発光装置４は、前記発光装置１において、色変換層１４０が第
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１基板１１１と発光層１３１との間に設けられたものである。
【００７０】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置２は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過性
を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【００７１】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【００７２】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【００７３】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【００７４】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【００７５】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第１電極１１２と上
記発光層１３１との間に、かつ上記発光層１３１側に第１絶縁膜１１３を介して、上記発
光層１３１から発光された光により第３色光を発光する色変換層１４０が形成されている
。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【００７６】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
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発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【００７７】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【００７８】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【００７９】
　上記第４実施例の発光装置４では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３１よ
り第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、色変換層１４０を透過して反
射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び色変換層１４０を透過し、さらに
第１絶縁層１１３、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２基板１２
１を透過して射出される。
　この発光装置４では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置４は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。さらに、反射光
を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に色変換層１４０を配置することで
色変換層１４０の透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置４は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【００８０】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第５実施例）を、図５
の概略構成断面図によって説明する。
【００８１】
　図５に示すように、この発光装置５は、前記発光装置１において、色変換層１４０が第
１基板１１１の第１電極層１１２側とは反対側の面に設けられたものである。
【００８２】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置５は、光透過性を有する第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設
けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【００８３】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には光透過性を有する第１電極層１１
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２が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【００８４】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、酸化スズ、
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等の光を透過する電極材料（い
わゆる透明電極材料）を用いることが好ましい。
【００８５】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成されることが好ましい。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
化スズ等の光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）に、光が透過する膜
厚に形成した上記陰極材料の薄膜を例えば発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【００８６】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【００８７】
　さらに、上記第１基板１１１の上記第１電極層１２２とは反対側の面に、上記発光層１
３１から発光された光により第３色光を発光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【００８８】
　さらに、上記色変換層１４０の上記第１基板１１１とは反対側の面に反射層１５１が形
成されている。上記反射層１５１には、アルミニウムや銀のような光反射率の高い金属膜
を用いることが好ましい。
【００８９】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【００９０】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【００９１】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
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【００９２】
　上記第５実施例の発光装置５では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３１よ
り第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第１電極層１１２、第１基板
１１１、色変換層１４０を透過して反射性を有する反射層１５１によって反射され、再び
色変換層１４０を透過し、さらに第１基板１１１、第１電極層１１２、第１絶縁層１１３
、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出
される。
　この発光装置５では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置５は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。さらに、反射光
を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に色変換層１４０を配置することで
色変換層１４０の透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置５は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【００９３】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第６実施例）を、図６
の概略構成断面図によって説明する。
【００９４】
　図６に示すように、この発光装置６は、前記発光装置１において、色変換層１４０が第
１基板１１１と第１電極層１１２との間に設けられたものである。
【００９５】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置６は、光透過性を有する第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設
けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくはプラスチック製基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【００９６】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には光透過性を有する第１電極層１１
２が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【００９７】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、酸化スズ、
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等の光を透過する電極材料（い
わゆる透明電極材料）を用いることが好ましい。
【００９８】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
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成されることが好ましい。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
化スズ等の光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）に、光が透過する膜
厚に形成した上記陰極材料の薄膜を例えば発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【００９９】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【０１００】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第１電極層１２２との間に、上記発光層１３１から
発光された光により第３色光を発光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【０１０１】
　さらに、上記色変換層１４０と上記第１基板１１１との間に反射層１５１が形成されて
いる。上記反射層１５１には、アルミニウムや銀のような光反射率の高い金属膜を用いる
ことが好ましい。
【０１０２】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０１０３】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１０４】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【０１０５】
　上記第６実施例の発光装置６では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３１よ
り第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第１電極層１１２、色変換層
１４０を透過して反射性を有する反射層１５１によって反射され、再び色変換層１４０を
透過し、さらに第１電極層１１２、第１絶縁層１１３、発光層１３１、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置６では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
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ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置６は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。さらに、反射光
を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に色変換層１４０を配置することで
色変換層１４０の透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置６は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１０６】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第７実施例）を、図７
の概略構成断面図によって説明する。
【０１０７】
　図７に示すように、この発光装置７は、前記発光装置２と前記発光装置６とを組み合わ
せたものである。
【０１０８】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置７は、光透過性を有する第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設
けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１０９】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には光透過性を有する第１電極層１１
２が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１１０】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、酸化スズ、
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等の光を透過する電極材料（い
わゆる透明電極材料）を用いることが好ましい。
【０１１１】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成されることが好ましい。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
化スズ等の光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）に、光が透過する膜
厚に形成した上記陰極材料の薄膜を例えば発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１１２】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【０１１３】



(22) JP 2009-224245 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

　さらに、上記第１基板１１１の上記第１電極層１１２とは反対側の面に、上記発光層１
３１から発光された光により第３色光を発光する第１色変換層１４１が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２基板１２１と上記第
２電極層１２２との間に、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する
第２色変換層１４２が形成されている。
　上記第１色変換層１４１、第２色変換層１４２は、例えば上記発光層１３１から発光さ
れた光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であってもよい。
　さらに、上記第１色変換層１４１の上記第１基板１１１とは反対側の面に反射層１５１
が形成されている。上記反射層１５１には、アルミニウムや銀のような光反射率の高い金
属膜を用いることが好ましい。
【０１１４】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０１１５】
　上記第１色変換層１４１および第２色変換層１４２は、蛍光体層を含むものであるが、
発光部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよ
い。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１１６】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【０１１７】
　上記第７実施例の発光装置７では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２色変換層１４２、第２基板１２１を透過して外部に射出される
。また発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第１電
極層１１２、第１色変換層１４１を透過して反射性を有する反射層１５１によって反射さ
れ、再び第１色変換層１４１を透過し、さらに第１電極層１１２、第１絶縁層１１３、発
光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２色変換層１４２、第２基板１２
１を透過して射出される。
　この発光装置７では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する第１色変換層１４１と第２色変換層を用いていることから、そ
れぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光さ
れた光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　また、発光層１３１を挟むように、第１色変換層１４１、第２色変換層１４２が配置さ
れているので、３色（例えば赤色光、緑色光、青色光（ＲＧＢ））のバランスが調整しや
すくなる。例えば、反射光だけを利用して後方（第１基板１１１側）の第１色変換層１４
１を利用しても赤の輝度が足りない場合に、前方（第２基板１２１側）に第１色変換層１
４１を配置して、前方の第１色変換層１４１の厚さは最小限にする。
　このように発光装置７は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
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　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。さらに、反射光
を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に色変換層１４０を配置することで
色変換層１４０の透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置７は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１１８】
　次に、本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第８実施例）を、図８
の概略構成断面図によって説明する。
【０１１９】
　本実施例は、前記発光装置１～７において、発光層１３１が第１色光を発光する第１無
機エレクトロルミネッセンス層１３２と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッ
センス層１３３とからなるものである。
【０１２０】
　以下、前記発光装置１に適用した一例について、具体的に説明する。
　図８に示すように、発光装置８は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して
設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１２１】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１２２】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０１２３】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料（いわゆる透明電極材料）と、光が透過する膜厚に形成した上記陰
極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１２４】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は、第１色光を発光する第１無機エレク
トロルミネッセンス層１３２と、第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス
層１３３とからなる。
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【０１２５】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２電極層１２２と
上記記第２絶縁層１２３との間に、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を
発光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【０１２６】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
　上記第１無機エレクトロルミネッセンス層１３２と第２無機エレクトロルミネッセンス
層１３３とは、第１無機エレクトロルミネッセンス層１３２を青色光を発光する無機エレ
クトロルミネッセンス層とし、第２無機エレクトロルミネッセンス層１３３を緑色光を発
光する無機エレクトロルミネッセンス層としてもよく、逆に、第１無機エレクトロルミネ
ッセンス層１３２を緑色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層とし、第２無機エ
レクトロルミネッセンス層１３３を青色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層と
してもよい。
【０１２７】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１２８】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【０１２９】
　上記第８実施例の発光装置８では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、色変換層１４０、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。ま
た発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３を透過して反
射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さら
に、発光層１３１、第２絶縁層１２３、色変換層１４０、第２電極層１２２、第２基板１
２１を透過して射出される。
　この発光装置８では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置８は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。
　上記発光装置８は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、



(25) JP 2009-224245 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１３０】
　次に、上記第８実施例を前記第４実施例に適用した一例（第９実施例）を、図９の概略
構成断面図によって説明する。
【０１３１】
　図９に示すように、発光装置９は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して
設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１３２】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１３３】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０１３４】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１３５】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は、第１色光を発光する第１無機エレク
トロルミネッセンス層１３２と、第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス
層１３３とからなる。
【０１３６】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第１電極層１１２と
上記記第１絶縁層１１３との間に、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を
発光する色変換層１４０が形成されている。
　上記色変換層１４０は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する発光粒子を含む層であってもよい。
【０１３７】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
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例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
　上記第１無機エレクトロルミネッセンス層１３２と第２無機エレクトロルミネッセンス
層１３３とは、第１無機エレクトロルミネッセンス層１３２を青色光を発光する無機エレ
クトロルミネッセンス層とし、第２無機エレクトロルミネッセンス層１３３を緑色光を発
光する無機エレクトロルミネッセンス層としてもよく、逆に、第１無機エレクトロルミネ
ッセンス層１３２を緑色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層とし、第２無機エ
レクトロルミネッセンス層１３３を青色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層と
してもよい。
【０１３８】
　上記色変換層１４０は、蛍光体層を含むものであるが、発光部材の光を分解またはカッ
トして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１３９】
　上記蛍光色素については、前記第１実施例で説明したのと同様のものを用いることがで
きる。
【０１４０】
　上記第９実施例の発光装置９では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１２３
、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３１よ
り第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、色変換層１４０を透過して反
射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び色変換層１４０を透過し、さらに
第１絶縁層１１３、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２基板１２
１を透過して射出される。
　この発光装置９では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を
用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光された
光により第３色を発光する色変換層１４０を用いていることから、それぞれの層が層状に
形成されているので、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させる
ための拡散機能フィルムが必要でなくなる。
　このように発光装置４は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも、
全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層１４０と合わせることにより高色域化が可能となっている。さらに、反射光
を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に色変換層１４０を配置することで
色変換層１４０の透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置９は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり、
薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単なの
でフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１４１】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１０実施例）を、図
１０の概略構成断面図によって説明する。
【０１４２】
　図１０に示すように、発光装置１０は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向
して設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
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スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１４３】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１４４】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０１４５】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１４６】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０１４７】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２電極層１２２と
上記記第２絶縁層１２３との間に、上記発光層１３１から発光された光により第２色光を
発光する第１色変換層１４３と、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発
光する第２色変換層１４４が形成されている。
　上記第１色変換層１４３は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第２色光
を発光する発光粒子を含む層であってもよい。また、上記第２色変換層１４４は、例えば
上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であって
もよい。
【０１４８】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０１４９】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
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色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１５０】
　以下に具体的な蛍光色素について説明する。
　例えば、上記第２色光を緑色光とすると、青色、青緑色または白色発光部材の発光から
緑色発光に変換する蛍光色素は、例えば、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－
８－トリフロルメチルキノリジノ（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（以下クマリン１５３
）、３－（２’－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノクマリン（以下クマリン６）
、３－（２’－ベンズイミダゾリル）－７－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノクマリン（以下クマ
リン７）等のクマリン色素、他クマリン色素系染料であるがベーシックイエロー５１、ま
た、ソルベントイエロー１１、ソルベントイエロー１１６等のナフタルイミド色素を挙げ
ることができる。
【０１５１】
　また、上記第３色光を赤色光とすると、青色から緑色までの発光部材または白色の発光
部材の発光から、橙色から赤色までの発光に変換する蛍光色素は、例えば、４－ジシアノ
メチレン－２－メチル－６－（ｐ－ジメチルアミノスチルリル）－４Ｈ－ピラン（以下Ｄ
ＣＭ）等のシアニン系色素、１－エチル－２－（４－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－
１，３－ブタジエニル）－ピリジニウム－パークロレート（以下ピリジン１）等のピリジ
ン系色素、ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ等のローダミン系色素、他にオキサジン系が挙
げられる。
　上記説明では、第２色光を緑色光、第３色光を赤色光としたが、逆に、第２色光を赤色
光、第３色光を緑色光としてもよい。
【０１５２】
　さらに、上記蛍光色素は、各種染料（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）
も蛍光性があれば選択することが可能である。
　また、上記蛍光色素をポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル酢酸ビ
ニル共重合体、アルキッド樹脂、芳香族スルホンアミド樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂
、ベンゾグアナミン樹脂等の顔料樹脂中にあらかじめ練りこんで顔料化したものでもよい
。
【０１５３】
　また、これらの蛍光色素または顔料は、必要に応じて、単独または混合して用いてもよ
い。
【０１５４】
　一方、バインダー樹脂は、透明な（例えば可視光を５０％以上透過する）材料が好まし
い。例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロース等の透明樹脂（高分子）が挙げられる。
【０１５５】
　上記第１０実施例の発光装置１０では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第１色変換層１４３、第２色変換層１４４、第２電極層１２２、第２基板１２１を
透過して外部に射出される。また発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、
第１絶縁層１１３を透過して反射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第
１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第１色変換層１４
３、第２色変換層１４４、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１０では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
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　このように発光装置１０は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　上記発光装置１０は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１５６】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１１実施例）を、図
１１の概略構成断面図によって説明する。
【０１５７】
　図１１に示すように、この発光装置１１は、前記発光装置１０において、第１色変換層
１４３、第２色変換層１４４が第２基板１２１の第２電極層１２２とは反対側の面に形成
されたものである。
【０１５８】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置１１は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過
性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１５９】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１６０】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０１６１】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、の合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１６２】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０１６３】
　さらに、上記第２基板１２１の上記第２電極層１２２とは反対側の面に、上記発光層１
３１から発光された光により第２色光を発光する第１色変換層１４３と、上記発光層１３
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１から発光された光により第３色光を発光する第２色変換層１４４が形成されている。
　上記第１色変換層１４３は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第２色光
を発光する発光粒子を含む層であってもよい。また上記第２色変換層１４４は、例えば上
記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であっても
よい。
【０１６４】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であるとすると、青色光を発光する無機エレクトロルミ
ネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例えば、セリウム活性化硫化ス
トロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネート、マグネシウムバリウムチ
オアルミネート等を用いることができる。また、上記第１色光が緑色光であるとすると、
緑色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料
には、例えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシ
ウム亜鉛等を用いることができる。
【０１６５】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１６６】
　上記蛍光色素については、前記第１０実施例で説明したのと同様のものを用いることが
できる。
【０１６７】
　上記第１１実施例の発光装置１１では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１、第１色変換層１４３、第２色変換層１４４を
透過して外部に射出される。また発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、
第１絶縁層１１３を透過して反射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第
１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２
、第２基板１２１、第１色変換層１４３、第２色変換層１４４を透過して射出される。
　この発光装置１１では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
　このように発光装置１１は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　上記発光装置１１は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１６８】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１２実施例）を、図
１２の概略構成断面図によって説明する。
【０１６９】
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　図１２に示すように、この発光装置１２は、前記発光装置１１において、第１色変換層
１４３、第２色変換層１４４が第２基板１２１と第２電極層１２２との間に形成されたも
のである。
【０１７０】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置２は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過性
を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１７１】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１７２】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０１７３】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１７４】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０１７５】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２基板１２１と上
記記第２電極層１２２との間に、上記発光層１３１から発光された光により第２色光を発
光する第１色変換層１４３と、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光
する第２色変換層１４４が形成されている。
　上記第１色変換層１４３は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第２色光
を発光する発光粒子を含む層であってもよい。また上記第２色変換層１４４は、例えば上
記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であっても
よい。
【０１７６】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であるとすると、青色光を発光する無機エレクトロルミ
ネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例えば、セリウム活性化硫化ス
トロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネート、マグネシウムバリウムチ
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オアルミネート等を用いることができる。また、上記第１色光が緑色光であるとすると、
緑色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料
には、例えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシ
ウム亜鉛等を用いることができる。
【０１７７】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０１７８】
　上記蛍光色素については、前記第１０実施例で説明したのと同様のものを用いることが
できる。
【０１７９】
　上記第１２実施例の発光装置１２では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第１色変換層１４３、第２色変換層１４４、第２基板１２１を
透過して外部に射出される。また発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、
第１絶縁層１１３を透過して反射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第
１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２
、第１色変換層１４３、第２色変換層１４４、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１２では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
　このように発光装置１２は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　上記発光装置１２は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１８０】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１３実施例）を、図
１３の概略構成断面図によって説明する。
【０１８１】
　図１３に示すように、この発光装置１３は、前記発光装置１０において、第１色変換層
１４３、第２色変換層１４４が第１基板１１１と発光層１３１との間に設けられたもので
ある。
【０１８２】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置２は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過性
を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、平坦面を有する支持体であり、例えばガラス基板もしくはプラ
スチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
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【０１８３】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１８４】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０１８５】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１８６】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０１８７】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第１電極１１２と上
記発光層１３１との間に、かつ上記発光層１３１側に第１絶縁膜１１３を介して、上記発
光層１３１から発光された光により第２色光を発光する第１色変換層１４３と、上記発光
層１３１から発光された光により第３色光を発光する第２色変換層１４４が形成されてい
る。
　上記第１色変換層１４３は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第２色光
を発光する発光粒子を含む層であってもよい。また上記第２色変換層１４４は、例えば上
記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であっても
よい。
【０１８８】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であるとすると、青色光を発光する無機エレクトロルミ
ネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例えば、セリウム活性化硫化ス
トロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネート、マグネシウムバリウムチ
オアルミネート等を用いることができる。また、上記第１色光が緑色光であるとすると、
緑色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料
には、例えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシ
ウム亜鉛等を用いることができる。
【０１８９】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
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【０１９０】
　上記蛍光色素については、前記第１０実施例で説明したのと同様のものを用いることが
できる。
【０１９１】
　上記第１３実施例の発光装置１３では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３
１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第１色変換層１４３、第
２色変換層１４４を透過して反射性を有する第１電極層１１２によって反射され、再び第
１色変換層１４３、第２色変換層１４４、第１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１
３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１３では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
　このように発光装置１３は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　さらに、反射光を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に第１色変換層１
４３、第２色変換層１４４を配置することで第１色変換層１４３、第２色変換層１４４の
透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置１３は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０１９２】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１４実施例）を、図
１４の概略構成断面図によって説明する。
【０１９３】
　図１４に示すように、この発光装置１４は、前記発光装置１において、第１色変換層１
４３、第２色変換層１４４が第１基板１１１の第１電極層１１２側とは反対側の面に設け
られたものである。
【０１９４】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置１４は、光透過性を有する第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して
設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０１９５】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には光透過性を有する第１電極層１１
２が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０１９６】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、酸化スズ、
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インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等の光を透過する電極材料（い
わゆる透明電極材料）を用いることが好ましい。
【０１９７】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成されることが好ましい。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
化スズ等の光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）に、光が透過する膜
厚に形成した上記陰極材料の薄膜を例えば発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０１９８】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０１９９】
　さらに、上記第１基板１１１の上記第１電極層１２２とは反対側の面に、上記発光層１
３１から発光された光により第２色光を発光する第１色変換層１４３と、上記発光層１３
１から発光された光により第３色光を発光する第２色変換層１４４が形成されている。
　上記第１色変換層１４３は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第２色光
を発光する発光粒子を含む層であってもよい。また上記第２色変換層１４４は、例えば上
記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であっても
よい。
【０２００】
　さらに、上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４からなる色変換層の上記第１基
板１１１とは反対側の面に反射層１５１が形成されている。上記反射層１５１には、アル
ミニウムや銀のような光反射率の高い金属膜を用いることが好ましい。
【０２０１】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であるとすると、青色光を発光する無機エレクトロルミ
ネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例えば、セリウム活性化硫化ス
トロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネート、マグネシウムバリウムチ
オアルミネート等を用いることができる。また、上記第１色光が緑色光であるとすると、
緑色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料
には、例えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシ
ウム亜鉛等を用いることができる。
【０２０２】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０２０３】
　上記蛍光色素については、前記第１０実施例で説明したのと同様のものを用いることが
できる。
【０２０４】
　上記第１４実施例の発光装置１４では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３
１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第１電極層１１２、第１
基板１１１、第１色変換層１４３、第２色変換層１４４を透過して反射性を有する反射層
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１５１によって反射され、再び第２色変換層１４４、第１色変換層１４３、第１基板１１
１、第１電極層１１２、第１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１３１、第２絶縁層
１２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１４では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
　このように発光装置１４は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　さらに、反射光を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に第１色変換層１
４３、第２色変換層１４４を配置することで第１色変換層１４３、第２色変換層１４４の
透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置１４は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０２０５】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１５実施例）を、図
１５の概略構成断面図によって説明する。
【０２０６】
　図１５に示すように、この発光装置１５は、前記発光装置１０において、第１色変換層
１４３、第２色変換層１４４が第１基板１１１と第１電極層１１２との間に設けられたも
のである。
【０２０７】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置１５は、光透過性を有する第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して
設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０２０８】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には光透過性を有する第１電極層１１
２が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０２０９】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、酸化スズ、
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等の光を透過する電極材料（い
わゆる透明電極材料）を用いることが好ましい。
【０２１０】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成されることが好ましい。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
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化スズ等の光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）に、光が透過する膜
厚に形成した上記陰極材料の薄膜を例えば発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０２１１】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０２１２】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第１電極層１２２との間に、上記発光層１３１から
発光された光により第２色光を発光する第１色変換層１４３と、上記発光層１３１から発
光された光により第３色光を発光する第２色変換層１４４が形成されている。
　上記第１色変換層１４３は、例えば上記発光層１３１から発光された光により第２色光
を発光する発光粒子を含む層であってもよい。また上記第２色変換層１４４は、例えば上
記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であっても
よい。
【０２１３】
　さらに、上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と上記第１基板１１１との間に
反射層１５１が形成されている。上記反射層１５１には、アルミニウムや銀のような光反
射率の高い金属膜を用いることが好ましい。
【０２１４】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０２１５】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０２１６】
　上記蛍光色素については、前記第１０実施例で説明したのと同様のものを用いることが
できる。
【０２１７】
　上記第１５実施例の発光装置１５では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３
１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第１電極層１１２、第１
色変換層１４３、第２色変換層１４４を透過して反射性を有する反射層１５１によって反
射され、再び第２色変換層１４４、第１色変換層１４３、第１電極層１１２、第１絶縁層
１１３を透過し、さらに、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２基
板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１５では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
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。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
　このように発光装置１５は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　さらに、反射光を利用するために発光層１３１より第１基板１１１側に第１色変換層１
４３、第２色変換層１４４を配置することで第１色変換層１４３、第２色変換層１４４の
透過率損失を低減することができるという利点がある。
　上記発光装置１５は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０２１８】
　上記第１０実施例～第１５実施例において、上記発光層１３１が青色光を発光する場合
には、上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、一例として、上記第１色変換層
１４３を第２色光として緑色光を発光するものとし、第２色変換層１４４を第３色光とし
て赤色光を発光するものとしてもよく、または上記第１色変換層１４３を第２色光として
赤色光を発光するものとし、第２色変換層１４４を第３色光として緑色光を発光するもの
としてもよい。
　また、上記第１色変換層１４３と第２色変換層１４４はどちらを発光層１３１側に形成
してもかまわない。
【０２１９】
　次に、本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１６実施例）を、図
１６の概略構成断面図によって説明する。
【０２２０】
　図１６に示すように、この発光装置１６は、前記第１色変換層１４３と前記第２色変換
層１４４とを発光層１３１をはさむように形成したものである。
【０２２１】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置１６は、光透過性を有する第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して
設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０２２２】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には光透過性を有する第１電極層１１
２が形成されている。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０２２３】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、酸化スズ、
インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等の光を透過する電極材料（い
わゆる透明電極材料）を用いることが好ましい。
【０２２４】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
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成されることが好ましい。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸
化スズ等の光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）に、光が透過する膜
厚に形成した上記陰極材料の薄膜を例えば発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０２２５】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１３を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２３を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッ
センス層からなる。
【０２２６】
　さらに、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第１基板１１１と上
記第１電極層１１２との間に、上記発光層１３１から発光された光により第２色光を発光
する第１色変換層１４３が形成されている。この第１色変換層１４３は、例えば上記発光
層１３１から発光された光により第２色光を発光する発光粒子を含む層であってもよい。
　また、上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間で、上記第２基板１２１と上記
第２電極層１２２との間に、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光す
る第２色変換層１４４が形成されている。上記第２色変換層１４４は、例えば上記発光層
１３１から発光された光により第３色光を発光する発光粒子を含む層であってもよい。
　さらに、上記第１色変換層１４３と上記第１基板１１１との間に反射層１５１が形成さ
れている。上記反射層１５１には、アルミニウムや銀のような光反射率の高い金属膜を用
いることが好ましい。
【０２２７】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。
【０２２８】
　上記第１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、蛍光体層を含むものであるが、発光
部材の光を分解またはカットして色調整する意味のカラーフィルタを含んでいてもよい。
　蛍光体層としては、例えば、蛍光色素および樹脂、または蛍光色素のみからなり、蛍光
色素および樹脂からなるものは蛍光色素を顔料樹脂および／またはバインダー樹脂中に溶
解または分散させた固体状態のものを挙げることができる。
【０２２９】
　上記蛍光色素については、前記第１０実施例で説明したのと同様のものを用いることが
できる。
【０２３０】
　上記第１６実施例の発光装置１６では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２色変換層１４４、第２基板１２１を透過して外部に射出さ
れる。また発光層１３１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３、第
１電極層１１２、第１色変換層１４３を透過して反射性を有する反射層１５１によって反
射され、再び第１色変換層１４３、第１電極層１１２、第１絶縁層１１３を透過し、さら
に、発光層１３１、第２絶縁層１２３、第２電極層１２２、第２色変換層１４４、第２基
板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１６では、第１色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層を用い、第
２色光と第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第２色を発光する第１色変換層１４３と、第３色を発光する第２色変換層１４
４を用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光する
。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなくな
る。
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　このように発光装置１６は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、例えば青色光のエミッションス
ペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光と
緑色光への第１色変換層１４３、第２色変換層１４４と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　さらに、どちらか一方の色変換層（例えば第１色変換層１４３）を反射光の利用により
発光層１３１の後方（第１基板１１１側）に配置することでその色変換層の透過率ロスを
防げる。
　例えば、輝度に余裕がある色の色変換層を後方（第１基板１１１側）に配置することで
３色（例えば赤色光、緑色光、青色光（ＲＧＢ））のバランスを整えやすくなる。
　上記発光装置１６は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０２３１】
　上記第１６実施例においては、上記発光層１３１が青色光を発光する場合には、上記第
１色変換層１４３、第２色変換層１４４は、一例として、上記第１色変換層１４３を第２
色光として緑色光を発光するものとし、第２色変換層１４４を第３色光として赤色光を発
光するものとしてもよく、または上記第１色変換層１４３を第２色光として赤色光を発光
するものとし、第２色変換層１４４を第３色光として緑色光を発光するものとしてもよい
。
　また、上記第１色変換層１４３は第１絶縁層１１３と第１基板１１１との間であれば、
どの層間に形成してもよい。ただし、上記説明したように、第１電極層１１２と第１基板
１１１との間に形成する場合には、反射層１５１を形成することが好ましい。
　また、上記第２色変換層１４４は第２絶縁層１２３と第２基板１２１との間であれば、
どの層間に形成してもよい。
　さらに、上記発光層１３１が緑色光を発光する場合には、上記第１色変換層１４３、第
２色変換層１４４はいずれか一方が青色光を発光し、他方が赤色光を発光するものとして
もよい。さらに上記発光層１３１が赤色光を発光する場合には、上記第１色変換層１４３
、第２色変換層１４４はいずれか一方が青色光を発光し、他方が緑色光を発光するものと
してもよい。
【０２３２】
　次に、本発明の発光装置（第３発光装置）に係る一実施の形態（第１７実施例）を、図
１７の概略構成断面図によって説明する。
【０２３３】
　図１７に示すように、発光装置１７は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向
して設けられた光透過性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えばガラス
基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０２３４】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０２３５】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
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酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０２３６】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０２３７】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１５を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２５を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【０２３８】
　さらに、上記第１絶縁層１１５および上記第２絶縁層１２５のうちの少なくとも１層は
、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する有機系の発光材料を含ん
でいる。例えば、上記第１絶縁層１１５および上記第２絶縁層１２５の両方を、上記発光
層１３１から発光された光により第３色光を発光する有機系の発光材料を含んでいるもの
とすることができる。
【０２３９】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０２４０】
　上記有機系の発光材料には、上記第１実施例、第１０実施例等で挙げた蛍光色素がある
。
【０２４１】
　上記第１７実施例の発光装置１７では、発光層１３１で発光された光は、発光層１３１
から発光された光により第３色光を発光する有機系の発光材料を含んでいる第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３
１より第１基板１１１側に発光された光は、発光層１３１から発光された光により第３色
光を発光する有機系の発光材料を含んでいる第１絶縁層１１３を透過して反射性を有する
第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１
３１、第２絶縁層１２３第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１７では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層
を用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第３色を発光する有機系の発光材料を含んでいる第１絶縁層１１３、第２絶縁
層１２３を色変換層として用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているの
で、面全体で発光する。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フ
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ィルムが必要でなくなる。さらに、色変換層を第１絶縁層１１３、第２絶縁層１２３と兼
ねさせていて、単独で設けていないので、発光装置１７の厚みを薄く形成できる。
　このように発光装置１７は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層の第１絶縁層１１３と第２絶縁層１２３と合わせることにより高色域化が可
能となっている。
　上記発光装置１７は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０２４２】
　次に、本発明の発光装置（第３発光装置）に係る一実施の形態（第１８実施例）を、図
１８の概略構成断面図によって説明する。
【０２４３】
　図１８に示すように、発光装置１８は、第２絶縁層１２３が、発光層１３１から発光さ
れた光により第３色光を発光する有機系の発光材料を含む絶縁層で形成されているもので
ある。
【０２４４】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置１８は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過
性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えばガラス
基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０２４５】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０２４６】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０２４７】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０２４８】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁層１１５を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁層１２５を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
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　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【０２４９】
　さらに、上記第２絶縁層１２５は、透過性のある絶縁物がよく、例えばガラスペースト
やシリカ粒子などを基材とするもので、上記発光層１３１から発光された光により第３色
光を発光する発光材料を含んでいる。発光材料としては、例えばＢａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅ
ｕ2+，Ｍｎ2+、ＬｉＥｕＷ2Ｏ8などがあげられる。
【０２５０】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０２５１】
　上記有機系の発光材料には、上記第１実施例、第１０実施例等で挙げた蛍光色素がある
。
【０２５２】
　上記第１８実施例の発光装置１８では、発光層１３１で発光された光は、発光層１３１
から発光された光により第３色光を発光する有機系の発光材料を含んでいる第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３
１より第１基板１１１側に発光された光は、第１絶縁層１１３を透過して反射性を有する
第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１
３１、第２絶縁層１２３第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１７では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層
を用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第３色を発光する有機系の発光材料を含んでいる第２絶縁層１２３を色変換層
として用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光す
る。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなく
なる。さらに、色変換層を第２絶縁層１２３と兼ねさせていて、単独で設けていないので
、発光装置１８の厚みを薄く形成できる。
　このように発光装置１８は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層の第２絶縁層１２３と合わせることにより高色域化が可能となっている。
　上記発光装置１８は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０２５３】
　次に、本発明の発光装置（第３発光装置）に係る一実施の形態（第１９実施例）を、図
１９の概略構成断面図によって説明する。
【０２５４】
　図１９に示すように、発光装置１９は、第１絶縁層１１３が、発光層１３１から発光さ
れた光により第３色光を発光する有機系の発光材料を含む絶縁層で形成されているもので
ある。
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【０２５５】
　以下、具体的に説明する。
　発光装置１９は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過
性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えばガラス
基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０２５６】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０２５７】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０２５８】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０２５９】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁層１１５を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁層１２５を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【０２６０】
　さらに、上記第１絶縁層１１５は、透過性のある絶縁物がよく、例えばガラスペースト
やシリカ粒子などを基材とするもので、上記発光層１３１から発光された光により第３色
光を発光する発光材料を含んでいる。発光材料としては、例えばＢａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅ
ｕ2+，Ｍｎ2+、ＬｉＥｕＷ2Ｏ8などがあげられる。
【０２６１】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
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【０２６２】
　上記有機系の発光材料には、上記第１実施例、第１０実施例等で挙げた蛍光色素がある
。
【０２６３】
　上記第１９実施例の発光装置１９では、発光層１３１で発光された光は、第２絶縁層１
２３、第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して外部に射出される。また発光層１３
１より第１基板１１１側に発光された光は、発光層１３１から発光された光により第３色
光を発光する有機系の発光材料を含んでいる第１絶縁層１１３を透過して反射性を有する
第１電極層１１２によって反射され、再び第１絶縁層１１３を透過し、さらに、発光層１
３１、第２絶縁層１２３第２電極層１２２、第２基板１２１を透過して射出される。
　この発光装置１９では、第１色光と第２色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層
を用い、第３色光の発光に無機エレクトロルミネッセンス層の発光層１３１から発光され
た光により第３色を発光する有機系の発光材料を含んでいる第１絶縁層１１３を色変換層
として用いていることから、それぞれの層が層状に形成されているので、面全体で発光す
る。このため、光源から発光された光を拡散させるための拡散機能フィルムが必要でなく
なる。さらに、色変換層を第１絶縁層１１３と兼ねさせていて、単独で設けていないので
、発光装置１７の厚みを薄く形成できる。
　このように発光装置１９は、面全体で発光するため、拡散機能フィルムを用いなくとも
、全面で均一な発光が可能になるので、発光装置の薄型化ができるという利点がある。
　また、無機エレクトロルミネッセンス層を用いた場合、青色光と緑色光のエミッション
スペクトル（発光スペクトル）の波長分布幅がとても小さく（半値幅が小さく）、赤色光
への色変換層の第１絶縁層１１３と合わせることにより高色域化が可能となっている。
　上記発光装置１９は、薄膜で簡単な構造のため、薄いバックライトの製作が可能となり
、薄い面状光源装置を提供できる。また無機エレクトロルミネッセンス層は構造が簡単な
のでフレキシブルな面状光源装置を提供できる。
【０２６４】
　次に、本発明の発光装置（第１、２、３発光装置）に係る一実施の形態（第２０実施例
）を、図２０の概略構成断面図によって説明する。
【０２６５】
　図２０に示すように、発光装置２０は、前記第１実施例～第１９実施例において、コレ
スティック液晶層を有するものである。
【０２６６】
　以下、具体的に説明する。以下の説明では代表して前記第１７実施例の発光装置１７に
コレスティック液晶層を有する構成を説明する。
【０２６７】
　発光装置１７は、第１基板１１１と、上記第１基板１１１に対向して設けられた光透過
性を有する第２基板１２１とを有する。
　上記第１基板１１１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えばガラス
基板もしくはプラスチック基板からなる。
　上記第２基板１２１は、光透過性を有する平坦面を有する支持体であり、例えば光透過
性を有するガラス基板もしくは光透過性を有するプラスチック基板からなる。
【０２６８】
　上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間には第１電極層１１２が形成されてい
る。
　また上記第１基板１１１と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に、上記
第１電極層１１２に対向して光透過性を有する第２電極層１２２が形成されている。
【０２６９】
　上記第１電極層１１２（または第２電極層１２２）が陽極の場合、例えば、ニッケル、
銀、金、白金、パラジウム、セレン、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、レニウム、タ
ングステン、モリブデン、クロム、タンタル、ニオブやこれらの合金、酸化物、もしくは
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酸化スズ、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、酸化亜鉛、酸化チタン等が好ましい。
　また、第１電極層１１２を光反射膜としても用いる場合には、第１電極層１１２には、
アルミニウムや銀のような光反射率の良好な金属材料膜を用いることが、より好ましい。
【０２７０】
　一方、第２電極層１２２（または第１電極層１１２）が陰極の場合、例えば、マグネシ
ウム、カルシウム、インジウム、リチウム、アルミニウム、銀やこれらの合金が好ましい
。例えば第２電極層１２２はマグネシウム銀合金のような光透過性を有する陰極材料で形
成される。もしくは、インジウムスズ酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化スズ等の光透
過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）と、光が透過する膜厚に形成した上
記陰極材料の薄膜を発光層１３１側に形成した積層膜を用いる。
【０２７１】
　上記第１電極層１１２と上記第２電極層１２２との間には、第１電極層１１２側に第１
絶縁膜１１５を介して、また第２電極層１２２側に第２絶縁膜１２５を介して、発光層１
３１が形成されている。この発光層１３１は第１色光と第２色光を発光する無機エレクト
ロルミネッセンス層からなる。
　例えば、上記無機エレクトロルミネッセンス層は第１色光を発光する第１無機エレクト
ロルミネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合
した混合層からなる。
【０２７２】
　さらに、上記第１絶縁層１１５および上記第２絶縁層１２５のうちの少なくとも１層は
透過性のある絶縁物がよく、例えばガラスペーストやシリカ粒子などを基材とするもので
、上記発光層１３１から発光された光により第３色光を発光する発光材料を含んでいる。
発光材料としては、例えばＢａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+，Ｍｎ2+、ＬｉＥｕＷ2Ｏ8などが
あげられる。
　例えば、上記第１絶縁層１１５および上記第２絶縁層１２５の両方を、透過性のある絶
縁物がよく例えばガラスペーストやシリカ粒子などを基材とするもので、上記発光層１３
１から発光された光により第３色光を発光する発光材料を含んでいるものとすることがで
きる。発光材料としては、Ｂａ3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+，Ｍｎ2+、ＬｉＥｕＷ2Ｏ8などが
あげられる。
【０２７３】
　上記第１色光、上記第２色光および上記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である。
　例えば、上記第１色光が青色光であり、上記第２色光が緑色光であるとすると、青色光
を発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、
例えば、セリウム活性化硫化ストロンチウム、ユーロピウム活性化バリウムチオアルミネ
ート、マグネシウムバリウムチオアルミネート等を用いることができる。また、緑色光を
発光する無機エレクトロルミネッセンス層の無機エレクトロルミネッセンス材料には、例
えばテルビウムをドーピングした硫化亜鉛、マンガンをドーピングしたマグネシウム亜鉛
等を用いることができる。
【０２７４】
　上記有機系の発光材料には、上記第１実施例、第１０実施例等で挙げた蛍光色素やＢａ

3ＭｇＳｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+，Ｍｎ2+、ＬｉＥｕＷ2Ｏ8などの無機系の蛍光体が考えられる。
【０２７５】
　また、上記第２電極層１２２と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に第
３電極層１２７を有している。この第３電極層１２７は、上記第２電極層１２２と同様に
、光透過性を有する電極材料膜（いわゆる透明電極材料膜）で形成されている。
　そして上記第２電極層１２２と上記第３電極層１２７との間にコレスティック液晶層１
６１を有する。
【０２７６】
　上記第２０実施例の発光装置２０では、光の射出側にコレスティック液晶層１６１を設
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けたことにより、このコレスティック液晶層１６１を利用することにより３色（例えば赤
色光、緑色光、青色光（ＲＧＢ））のバランスを整えることができる。例えば、白色光を
得やすくなる。
【０２７７】
　上記第２電極層１２２と上記第２基板１２１との間の上記第２基板１２１側に第３電極
層１２７を有して、上記第２電極層１２２と上記第３電極層１２７との間にコレスティッ
ク液晶層１６１を有する構成とすることは、前記第１実施例～第１９実施例の各発光装置
１～１９に適用することができる。
【０２７８】
　本発明の発光装置１～９、１７～２０における発光層１３１については、第１無機エレ
クトロルミネッセンス層と第２無機エレクトロルミネッセンス層との混合層、第１無機エ
レクトロルミネッセンス層１３２と第２無機エレクトロルミネッセンス層１３３との積層
構造のいずれも適用できる。
【０２７９】
　本発明の発光装置１～９における上記発光層１３１は、第１色光を青色光、第２色光を
緑色光として説明したが、その逆であってもよい。
　また本発明の発光装置１７～２０における上記発光層１３１は、第１色光を青色光、第
２色光を緑色光として説明したが、その逆であってもよい。
【０２８０】
　次に、本発明の液晶表示装置（第１、第２、第３液晶表示装置）に係る一実施の形態（
第１実施例）を、図２１の概略構成断面図によって説明する。
【０２８１】
　図２１に示すように、液晶表示装置３０は、画像を表示する液晶表示パネル３１０と、
上記液晶表示パネル３１０に光を照射する発光装置３２０を備えている。
　上記液晶表示パネル３１０は、透明な第１電極３１３を備えた第１パネル３１１と、上
記第１パネル３１１に対向して設けた透明な第２電極３１４を備えた第２パネル３１２と
、上記第１パネル３１１と第２パネル３１２との間に配された液晶材料層３１５とを有す
る。すなわち、既知の液晶表示パネルを用いることができる。
　上記発光装置３２０は、第１パネル３１１に対向して配置され、液晶表示装置３１を第
１パネル３１１側から照射する光源であって、面状に発光するものである。上記発光装置
の第１実施例の発光装置１ないし第２０実施例の発光装置２０のいずれか一つを用いたも
ので、ここでは一例として、第１実施例の発光装置１を用いた。当然のことながら、発光
装置２ないし発光装置２０のいずれも、適用することができる。
　また、上記液晶表示パネル３１０と上記発光装置１は、図示していない筐体に支持され
ている。
【０２８２】
　本発明の液晶表示装置（第１、第２、第３液晶表示装置）では、液晶表示パネル３１０
に光を照射する発光装置に薄型化が図れる本発明の発光装置（例えば発光装置１）を用い
ることから、液晶表示装置３０の薄型化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【０２８３】
【図１】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第１実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図２】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第２実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図３】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第３実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図４】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第４実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図５】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第５実施例）を示した
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概略構成断面図である。
【図６】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第６実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図７】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第７実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図８】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第８実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図９】本発明の発光装置（第１発光装置）に係る一実施の形態（第９実施例）を示した
概略構成断面図である。
【図１０】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１０実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１１】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１１実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１２】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１２実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１３】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１３実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１４】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１４実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１５】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１５実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１６】本発明の発光装置（第２発光装置）に係る一実施の形態（第１６実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１７】本発明の発光装置（第３発光装置）に係る一実施の形態（第１７実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１８】本発明の発光装置（第３発光装置）に係る一実施の形態（第１８実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図１９】本発明の発光装置（第３発光装置）に係る一実施の形態（第１９実施例）を示
した概略構成断面図である。
【図２０】本発明の発光装置（第１、第２、第３発光装置）に係る一実施の形態（第２０
実施例）を示した概略構成断面図である。
【図２１】本発明の液晶表示装置（第１、第２、第３液晶表示装置）に係る一実施の形態
（実施例）を示した概略構成断面図である。
【符号の説明】
【０２８４】
　１…発光装置、１１１…第１基板、１１２…第１電極層、１２１…第２基板、１２２…
第２電極層、１３１…発光層１３１、１４０…色変換層
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